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附附

則則
（
令
元
・
八
・
三
〇
文
科
令
一
三
抄
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附附

則則
（
令
二
・
六
・
三
〇
文
科
令
二
四
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附附

則則

（
令
三
・
二
・
二
六
文
科
令
九
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附附

則則

（
令
四
・
三
・
一
七
文
科
令
三
抄
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
際
連
携
学
科
及
び
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
国
際
連
携
学
科
及
び
国
際
連
携
専
攻
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
大
学
は
、
大
学
設
置
基
準
第
五
十
条
第
三
項
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
第

六
十
二
条
第
三
項
、
大
学
院
設
置
基
準
第
三
十
五
条
第
三
項
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
三

十
五
条
第
三
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
第
四
十
三
条
第
三
項
及
び
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準

第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
国
際
連

携
学
科
又
は
国
際
連
携
専
攻
の
収
容
定
員
が
、
当
該
国
際
連
携
学
科
又
は
国
際
連
携
専
攻
を
設

け
る
学
部
又
は
研
究
科
若
し
く
は
短
期
大
学
の
収
容
定
員
の
二
割
（
一
の
学
部
又
は
研
究
科
若

し
く
は
短
期
大
学
に
複
数
の
国
際
連
携
学
科
又
は
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
れ
ら

の
収
容
定
員
の
合
計
が
当
該
学
部
又
は
研
究
科
若
し
く
は
短
期
大
学
の
収
容
定
員
の
二
割
）
を

超
え
る
場
合
は
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
専
任
教
員
数
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
国
際
連
携
学
科
又
は
国
際
連
携
専
攻
に
係

る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附附

則則

（
令
四
・
三
・
二
二
文
科
令
六
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附附

則則

（
令
四
・
九
・
三
〇
文
科
令
三
四
抄
）

（
施
行
期
日
）

第第
一一
条条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
認
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第第
二二
条条

令
和
五
年
度
に
行
お
う
と
す
る
大
学
の
設
置
等
（
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届

出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
に
規

定
す
る
大
学
の
設
置
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

令
和
六
年
度
に
行
お
う
と
す
る
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
選
択
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

令
和
七
年
度
以
後
に
行
お
う
と
す
る
大
学
の
設
置
等
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
に
係
る
も
の

に
限
る
。）
の
申
請
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
大
学
の
設
置
等
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
行
お
う
と
す
る
大
学
の
設

置
等
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
選
択
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〇〇

大大
学学
院院
にに
専専
攻攻
ごご
とと
にに
置置
くく
もも
のの
とと
すす
るる
教教
員員
のの
数数
にに
つつ
いい
てて
定定
めめ
るる
件件

平
成
十
一
年
九
月
十
四
日

文
部
省
告
示
第
百
七
十
五
号

最
終
改
正

令
四
・
九
・
三
十
文
科
告
百
三
十

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
院

に
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
教
員
の
数
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
一
年
九
月
十
四

日
か
ら
適
用
す
る
。

一

大
学
院
に
は
、
専
門
分
野
の
別
に
応
じ
専
攻
ご
と
に
、
不
可
欠
な
教
育
研
究
実
施
組
織
と
し
て
、

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大
学
院
設
置
基
準
第
九
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
教
員
（
以
下
「
研
究
指
導
教
員
」
と
い
う
。）
を
置
く
と
と
も
に
、
そ
れ
ら

の
表
の
そ
の
他
の
教
育
研
究
実
施
組
織
の
欄
に
定
め
る
研
究
指
導
の
補
助
を
行
い
得
る
教
員
（
以

下
「
研
究
指
導
補
助
教
員
」
と
い
う
。）
を
置
く
も
の
と
す
る
。

二

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
そ
の
他
の
教
育
研
究
実
施
組
織
の
欄
に
定
め
の
な
い
場
合
に
お
い

て
も
、
そ
れ
ら
の
表
に
定
め
る
研
究
指
導
教
員
の
数
と
同
数
の
研
究
指
導
補
助
教
員
を
置
く
も
の

と
す
る
。

三

第
一
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
生
の
収
容
定
員
に
応

じ
、
必
要
な
数
の
研
究
指
導
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

四

研
究
科
等
連
係
課
程
実
施
基
本
組
織
を
置
く
場
合
は
、
当
該
研
究
科
等
連
係
課
程
実
施
基
本
組

織
を
一
の
専
攻
と
み
な
し
て
、
別
表
第
一
の
表
の
中
欄
に
定
め
る
数
の
研
究
指
導
教
員
を
置
く
と

と
も
に
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
の
研
究
指
導
補
助
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
大
学
院
に
置
く
当
該
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
を
合
わ
せ
て
一
の
専
攻
と
み
な

し
て
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
研
究
指
導
教
員
の
数
（
次
号
に
お

い
て
「
全
体
研
究
指
導
教
員
数
」
と
い
う
。）
及
び
研
究
指
導
補
助
教
員
の
数
（
次
号
に
お
い
て
「
全

体
研
究
指
導
補
助
教
員
数
」
と
い
う
。）
を
こ
れ
ら
の
専
攻
に
係
る
収
容
定
員
の
割
合
に
応
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
按
分
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
た
だ

し
、そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
す
る
。以
下
そ
れ
ぞ
れ「
大
学
院
別
研
究
指
導
教
員
数
」

及
び
「
大
学
院
別
研
究
指
導
補
助
教
員
数
」
と
い
う
。）
の
研
究
指
導
教
員
及
び
研
究
指
導
補
助
教

員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

六

前
号
の
規
定
に
よ
る
当
該
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
に
係
る
大
学
院
別
研
究
指
導
教
員

数
の
合
計
が
全
体
研
究
指
導
教
員
数
に
満
た
な
い
と
き
又
は
当
該
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専

攻
に
係
る
大
学
院
別
研
究
指
導
補
助
教
員
数
の
合
計
が
全
体
研
究
指
導
補
助
教
員
数
に
満
た
な
い

と
き
は
、
そ
の
不
足
す
る
数
の
研
究
指
導
教
員
又
は
研
究
指
導
補
助
教
員
を
い
ず
れ
か
の
大
学
院

の
当
該
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
に
置
く
も
の
と
す
る
。

七

第
五
号
の
規
定
に
よ
る
当
該
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
に
係
る
大
学
院
別
研
究
指
導
教

員
数
が
、
当
該
専
攻
の
専
門
分
野
の
別
に
応
じ
、
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
定
め
る
研
究
指
導
教

員
の
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
最
小
大
学
院
別
研
究
指
導
教
員
数
」
と
い
う
。）
に
満
た
な
い

と
き
は
、
前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
専
攻
に
係
る
研
究
指
導
教
員
の
数
は
、
最
小
大
学

院
別
研
究
指
導
教
員
数
以
上
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
最
小
大
学
院
別
研
究
指
導
教
員

数
か
ら
前
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
当
該
専
攻
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
研
究
指
導

教
員
の
数
を
減
じ
た
数
の
研
究
指
導
教
員
に
つ
い
て
は
、
他
の
大
学
院
に
置
く
当
該
共
同
教
育
課

程
を
編
成
す
る
専
攻
の
研
究
指
導
教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

八

工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
を
置
く
場
合
は
、
別
表
第
一
の
表
の
中
欄
に
定
め

る
数
に
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
の
研
究
指
導
教
員

を
置
く
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
に
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に

お
け
る
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
以
上
置
く
も
の
と
す
る
。

附附

則則

（
平
一
九
・
一
二
・
一
四
文
科
告
一
四
二
）

こ
の
告
示
は
、
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十

四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附附

則則

（
平
二
〇
・
一
一
・
一
三
文
科
告
一
六
五
）

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附附

則則

（
平
二
六
・
一
一
・
七
文
科
告
一
六
一
）

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附附

則則

（
平
三
〇
・
六
・
二
九
文
科
告
一
五
三
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
大
学
院
を
置
く
大
学
の
工
学
を
専
攻
す
る
研

究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
係
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

附附

則則
（
令
元
・
八
・
一
三
文
科
告
五
四
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附附

則則
（
令
四
・
九
・
三
〇
文
科
告
一
三
〇
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



別別
表表
第第
一一

理
学
関
係

社
会
学
・
社
会
福
祉
学
関
係

経
済
学
関
係

法
学
関
係

教
育
学
・
保
育
学
関
係

文
学
関
係

専
門
分
野

政
治
学
系

法
学
系

英
語
教
育
専
攻

家
政
教
育
専
攻

技
術
教
育
専
攻

保
健
体
育
専
攻

美
術
教
育
専
攻

音
楽
教
育
専
攻

理
科
教
育
専
攻

数
学
教
育
専
攻

社
会
科
教
育
専
攻

国
語
教
育
専
攻

幼
児
教
育
専
攻

特
別
支
援
教
育
専
攻

学
校
教
育
専
攻

教
員
養
成
系

教
育
学
・
保
育
学
系

そ
の
他

英
文
専
攻

国
文
専
攻

四 三 五 三 五 三 四 三 四 四 四 六 四 六 四 三 三 五 三 二 三 三 研
究
指
導 

教
員
数

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
六
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
専
攻
以
上
を
置
く
と
き
又
は

修
士
課
程
の
み
を
置
く
と
き
は
、
各
専
攻
ご
と
に
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
五
以
上

と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
九
以
上
と
す
る
。

公
法
、
私
法
等
に
分
割
し
た
と
き
は
、
各
専
攻
ご
と
に
研
究
指
導
教
員
数
を
三
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
補
助
教
員
は
、
研
究
指
導
教
員
数
の
三
分
の
二
以
上
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
社
会
科
教
育
専
攻
及
び

理
科
教
育
専
攻
に
つ
い
て
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
同
数
と
す
る
。

教
科
教
育
に
係
る
専
攻
に
つ
い
て
は
、
教
科
教
育
科
目
担
当
の
研
究
指
導
教
員
及
び
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
含
む
も

の
と
す
る
。

学
校
教
育
専
攻
が
特
別
支
援
教
育
、
幼
児
教
育
又
は
一
若
し
く
は
複
数
の
教
科
教
育
の
分
野
を
含
む
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
研
究
指
導
教
員
を
一
人
加
え
る
も
の
と
す
る
。

一
の
専
攻
（
学
校
教
育
専
攻
、
特
別
支
援
教
育
専
攻
及
び
幼
児
教
育
専
攻
を
除
く
。
）
が
複
数
の
教
科
教
育
の
分
野
を

含
む
場
合
で
あ
っ
て
、
上
記
の
区
分
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
係
る
専
攻
の
う
ち
最
も
多
い
数
の
研

究
指
導
教
員
を
置
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
研
究
指
導
教
員
数
に
、
当
該
専
攻
以
外
の
教
科
教
育
の
分
野
一
に
つ

き
一
人
を
加
え
て
得
た
数
の
研
究
指
導
教
員
数
を
置
く
も
の
と
す
る
。

研
究
指
導
補
助
教
員
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
同
数
と
す
る
。

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
五
以
上
と
す
る
。

史
学
専
攻
は
、
研
究
指
導
教
員
数
を
四
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以
上
と
し
、
日

本
史
、
東
洋
史
、
西
洋
史
の
各
分
野
に
研
究
指
導
教
員
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
。

地
理
学
専
攻
は
、
研
究
指
導
教
員
数
を
四
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以
上
と
す
る
。 

そ
の
他
の
教
育
研
究
実
施
組
織
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備
考一

学
際
領
域
等
上
記
の
区
分
に
よ
り
難
い
専
門
分
野
に
係
る
研
究
指
導
教
員
数
等
に
つ
い
て
は
、
最
も
関
連
深
い
分
野
に
お
け
る
専
攻
の
例
に
よ
る
。
そ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
に
は
、
別
に

定
め
る
。

二

研
究
指
導
教
員
の
三
分
の
二
以
上
は
、
原
則
と
し
て
教
授
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

昼
間
又
は
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
大
学
院
（
以
下
「
通
学
制
大
学
院
」
と
い
う
。）
が
通
信
教
育
を
併
せ
行
う
場
合
は
、
通
学
の
課
程
、
通
信
教
育
の
課
程
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
課
程
を
担
当
す

る
教
員
が
こ
の
表
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
配
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
専
攻
の
研
究
指
導
教
員
又
は
研
究
指
導
補
助
教
員
が
通
学
の
課
程
及
び
通
信
教
育
の
課
程
の

両
方
の
課
程
を
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

保
健
衛
生
学
関
係

体
育
関
係

音
楽
関
係

美
術
関
係

家
政
関
係

薬
学
関
係

獣
医
学
関
係

農
学
関
係

工
学
関
係

指
揮
専
攻

音
楽
教
育
学
専
攻

音
楽
学
専
攻

作
曲
専
攻

声
楽
専
攻

器
楽
専
攻

写
真
専
攻

彫
刻
専
攻

芸
術
学
専
攻

工
芸
専
攻

建
築
専
攻

デ
ザ
イ
ン
専
攻

絵
画
専
攻

六 四 一 一 二 二 三 四 四 二 四 四 四 四 四 四 八 四 四 四

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
八
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
補
助
教
員
数
は
、
研
究
指
導
教
員
数
の
半
数
以
上
を
置
く
も
の
と
す
る
。

器
楽
専
攻
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
五
以
上
と
し
、
鍵
盤
楽
器
及
び
弦
楽
器
の
各

分
野
に
研
究
指
導
教
員
を
、
管
・
打
楽
器
の
各
分
野
に
研
究
指
導
教
員
又
は
研
究
指
導
補
助
教
員
を
欠
い
て
は
な
ら
な

い
。

研
究
指
導
補
助
教
員
数
は
、
研
究
指
導
教
員
数
の
半
数
以
上
を
置
く
も
の
と
す
る
。

芸
術
学
専
攻
を
置
か
な
い
研
究
科
に
あ
っ
て
は
、
上
記
の
研
究
指
導
教
員
数
以
外
に
、
基
礎
理
論
（
美
学
、
美
術
学
）

の
分
野
に
研
究
指
導
教
員
数
を
一
以
上
を
置
く
も
の
と
す
る
。

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
六
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
十
四
以
上
と
す
る
。
二
専
攻
以
上
を
置
く
と
き
は
、
専
攻
ご

と
に
、
研
究
指
導
教
員
数
を
五
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
九
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
八
以
上
と
す
る
。

博
士
課
程
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
八
以
上
と
す
る
。

修
士
課
程
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
六
以
上
と
す
る
。

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以
上
と
す
る
。
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理
学
関
係

社
会
学
・
社
会
福
祉
学
関
係

経
済
学
関
係

法
学
関
係

教
育
学
・
保
育
学
関
係

文
学
関
係

専
門
分
野

政
治
学
系

法
学
系

英
語
教
育
専
攻

家
政
教
育
専
攻

技
術
教
育
専
攻

保
健
体
育
専
攻

美
術
教
育
専
攻

音
楽
教
育
専
攻

理
科
教
育
専
攻

数
学
教
育
専
攻

社
会
科
教
育
専
攻

国
語
教
育
専
攻

幼
児
教
育
専
攻

特
別
支
援
教
育
専
攻

学
校
教
育
専
攻

教
員
養
成
系

教
育
学
・
保
育
学
系

そ
の
他

英
文
専
攻

国
文
専
攻

四 三 五 三 五 三 四 三 四 四 四 六 四 六 四 三 三 五 三 二 三 三 研
究
指
導

教
員
数

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
六
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
専
攻
以
上
を
置
く
と
き
又
は

修
士
課
程
の
み
を
置
く
と
き
は
、
各
専
攻
ご
と
に
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
五
以
上

と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
九
以
上
と
す
る
。

公
法
、
私
法
等
に
分
割
し
た
と
き
は
、
各
専
攻
ご
と
に
研
究
指
導
教
員
数
を
三
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
補
助
教
員
は
、
研
究
指
導
教
員
数
の
三
分
の
二
以
上
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
社
会
科
教
育
専
攻
及
び

理
科
教
育
専
攻
に
つ
い
て
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
同
数
と
す
る
。

教
科
教
育
に
係
る
専
攻
に
つ
い
て
は
、
教
科
教
育
科
目
担
当
の
研
究
指
導
教
員
及
び
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
含
む
も

の
と
す
る
。

学
校
教
育
専
攻
が
特
別
支
援
教
育
、
幼
児
教
育
又
は
一
若
し
く
は
複
数
の
教
科
教
育
の
分
野
を
含
む
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
研
究
指
導
教
員
を
一
人
加
え
る
も
の
と
す
る
。

一
の
専
攻
（
学
校
教
育
専
攻
、
特
別
支
援
教
育
専
攻
及
び
幼
児
教
育
専
攻
を
除
く
。
）
が
複
数
の
教
科
教
育
の
分
野
を

含
む
場
合
で
あ
っ
て
、
上
記
の
区
分
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
係
る
専
攻
の
う
ち
最
も
多
い
数
の
研

究
指
導
教
員
を
置
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
研
究
指
導
教
員
数
に
、
当
該
専
攻
以
外
の
教
科
教
育
の
分
野
一
に
つ

き
一
人
を
加
え
て
得
た
数
の
研
究
指
導
教
員
数
を
置
く
も
の
と
す
る
。

研
究
指
導
補
助
教
員
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
同
数
と
す
る
。

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
五
以
上
と
す
る
。

史
学
専
攻
は
、
研
究
指
導
教
員
数
を
四
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以
上
と
し
、
日

本
史
、
東
洋
史
、
西
洋
史
の
各
分
野
に
研
究
指
導
教
員
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
。

地
理
学
専
攻
は
、
研
究
指
導
教
員
数
を
四
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以
上
と
す
る
。

そ
の
他
の
教
育
研
究
実
施
組
織

備
考一

学
際
領
域
等
上
記
の
区
分
に
よ
り
難
い
専
門
分
野
に
係
る
研
究
指
導
教
員
数
等
に
つ
い
て
は
、
最
も
関
連
深
い
分
野
に
お
け
る
専
攻
の
例
に
よ
る
。
そ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
に
は
、
別
に

定
め
る
。

二

研
究
指
導
教
員
の
三
分
の
二
以
上
は
、
原
則
と
し
て
教
授
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

昼
間
又
は
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
大
学
院
（
以
下
「
通
学
制
大
学
院
」
と
い
う
。）
が
通
信
教
育
を
併
せ
行
う
場
合
は
、
通
学
の
課
程
、
通
信
教
育
の
課
程
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
課
程
を
担
当
す

る
教
員
が
こ
の
表
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
配
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
専
攻
の
研
究
指
導
教
員
又
は
研
究
指
導
補
助
教
員
が
通
学
の
課
程
及
び
通
信
教
育
の
課
程
の

両
方
の
課
程
を
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

保
健
衛
生
学
関
係

体
育
関
係

音
楽
関
係

美
術
関
係

家
政
関
係

薬
学
関
係

獣
医
学
関
係

農
学
関
係

工
学
関
係

指
揮
専
攻

音
楽
教
育
学
専
攻

音
楽
学
専
攻

作
曲
専
攻

声
楽
専
攻

器
楽
専
攻

写
真
専
攻

彫
刻
専
攻

芸
術
学
専
攻

工
芸
専
攻

建
築
専
攻

デ
ザ
イ
ン
専
攻

絵
画
専
攻

六 四 一 一 二 二 三 四 四 二 四 四 四 四 四 四 八 四 四 四

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
八
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
補
助
教
員
数
は
、
研
究
指
導
教
員
数
の
半
数
以
上
を
置
く
も
の
と
す
る
。

器
楽
専
攻
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
五
以
上
と
し
、
鍵
盤
楽
器
及
び
弦
楽
器
の
各

分
野
に
研
究
指
導
教
員
を
、
管
・
打
楽
器
の
各
分
野
に
研
究
指
導
教
員
又
は
研
究
指
導
補
助
教
員
を
欠
い
て
は
な
ら
な

い
。

研
究
指
導
補
助
教
員
数
は
、
研
究
指
導
教
員
数
の
半
数
以
上
を
置
く
も
の
と
す
る
。

芸
術
学
専
攻
を
置
か
な
い
研
究
科
に
あ
っ
て
は
、
上
記
の
研
究
指
導
教
員
数
以
外
に
、
基
礎
理
論
（
美
学
、
美
術
学
）

の
分
野
に
研
究
指
導
教
員
数
を
一
以
上
を
置
く
も
の
と
す
る
。

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
六
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
十
四
以
上
と
す
る
。
二
専
攻
以
上
を
置
く
と
き
は
、
専
攻
ご

と
に
、
研
究
指
導
教
員
数
を
五
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
九
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
八
以
上
と
す
る
。

博
士
課
程
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
八
以
上
と
す
る
。

修
士
課
程
は
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
六
以
上
と
す
る
。

原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以
上
と
す
る
。



別別
表表
第第
二二

別別
表表
第第
三三

備
考一

学
際
領
域
等
上
記
の
区
分
に
よ
り
難
い
専
門
分
野
に
係
る
研
究
指
導
教
員
数
等
に
つ
い
て
は
、

最
も
関
連
深
い
分
野
に
お
け
る
専
攻
の
例
に
よ
る
。
そ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
に

は
、
別
に
定
め
る
。

二

通
学
制
大
学
院
が
通
信
教
育
を
併
せ
行
う
場
合
の
通
信
教
育
の
学
生
収
容
定
員
は
、
こ
の
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

こ
の
場
合
の
当
該
専
攻
の
研
究
指
導
教
員
数
（
通
信
教
育
の
み
を
担
当
す
る
教
員
も
含
む
。
）

に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
こ
の
表
に
よ
り
通
学
の
課
程
に
必
要
と
さ
れ
る
研

究
指
導
教
員
数
に
、
通
信
教
育
の
学
生
収
容
定
員
に
応
じ
た
研
究
指
導
教
員
数
を
加
え
る
も
の

と
す
る
。

歯
学
系

医
学
系

専
門
分
野

修
士
課
程

博
士
課
程

修
士
課
程

博
士
課
程

課

程

五
十
八 六

三
十

研
究
指
導

教
員
数

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ

せ
て
十
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ

せ
て
三
十
六
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ

せ
て
十
二
以
上
と
す
る
。

研
究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ

せ
て
六
十
以
上
と
す
る
。

そ
の
他
の
教
育
研
究
実
施
組
織

前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す

る
博
士
課
程
の
後
期
の
課
程

前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す

る
博
士
課
程
の
前
期
の
課
程

博
士
課
程

修
士
課
程

通
学
又
は
通
信
教
育
の
課
程

人
文
社
会
科
学
系

自
然
科
学
系

人
文
社
会
科
学
系

自
然
科
学
系

人
文
社
会
科
学
系

自
然
科
学
系

医
学
、
歯
学
系

人
文
社
会
科
学
系

自
然
科
学
系

医
学
、
歯
学
系

専
門
分
野

十
二
人

九
人

二
十
人

十
四
人

二
十
人

十
五
人

八
人

二
十
人

十
四
人

八
人

研
究
指
導
教
員
一
人
当
た
り

の
学
生
の
収
容
定
員

279

〇〇

大大
学学
院院
のの
研研
究究
科科
にに
おお
けけ
るる
一一
個個
のの
専専
攻攻
当当
たた
りり
のの
入入
学学
定定
員員
のの
一一
定定
規規
模模
数数
をを
専専

門門
分分
野野
ごご
とと
にに
定定
めめ
るる
件件

平
成
十
一
年
九
月
十
四
日

文
部
省
告
示
第
百
七
十
六
号

最
終
改
正

平
一
九
・
一
二
・
一
四
文
科
告
一
四
二

大
学
院
設
置
基
準
第
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
究
科
の
基
礎
と
な
る
学
部
の
学
科
の
数
を

当
該
研
究
科
の
専
攻
の
数
と
み
な
し
て
算
出
さ
れ
る
一
個
の
専
攻
当
た
り
の
入
学
定
員
の
一
定
規
模

数
を
専
門
分
野
ご
と
に
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

備
考

学
際
領
域
等
上
記
の
区
分
に
よ
り
難
い
専
門
分
野
に
つ
い
て
は
、
最
も
関
連
深
い
分
野
に
お
け

る
区
分
の
例
に
よ
る
。
そ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
に
は
、
別
に
定
め
る
。

附附

則則

（
平
一
九
・
一
二
・
一
四
文
科
告
一
四
二
）

こ
の
告
示
は
、
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十

四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

歯
学
系

医
学
系

体
育
学
専
攻

音
楽
系

美
術
系

栄
養
学

保
健
学
系

家
政
学
系

薬
学
系

農
学
系

工
学
系

理
学
系

経
済
学
系

政
治
学
系

法
学
系

社
会
学
系

教
育
学
系

文
学
系

専
門
分
野

七
十
人

百
二
十
人

四
十
人

三
十
五
人

四
十
二
人

三
十
五
人

五
十
六
人

四
十
九
人

七
十
人

六
十
三
人

五
十
人

修
士
課
程
（
博
士
課
程
の
前
期
の

課
程
）

三
十
六
人

六
十
人

十
八
人

十
五
人

十
八
人

十
五
人

二
十
四
人

二
十
一
人

二
十
八
人

二
十
五
人

二
十
人

博
士
課
程
（
博
士
課
程
の
後
期
の

課
程
）




